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愛媛県企業職員の給与の特例に関する管理規程の一部を改正する管理規程

愛媛県企業職員の給与の特例に関する管理規程（平成１８年愛媛県公営企業管理規程第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（趣旨）

第１条 この管理規程は、県の財政事情を踏まえ、愛媛県企業職員

の給与に関する規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第５号。

以下「企業職員給与規程」という。）又は特定任期付企業職員の

給与に関する管理規程（平成１５年愛媛県公営企業管理規程第４

号。以下「特定任期付企業職員給与規程」という。）の適用を受

ける職員（以下「職員」という。）の給料、管理職手当及び地域

手当その他の給与（給料月額を算出の基礎とするもの（期末手

当、勤勉手当及び退職手当を除く。）に限る。）を減額するた

め、職員の給料月額等について、企業職員給与規程及び特定任期

付企業職員給与規程の特例を定めるものとする。

（給与 の特例）

第２条 職員の給料月額（企業職員給与規程第９条の規定によりそ

の例によることとされる技能労務職員の給与に関する規程の一部

を改正する規程（平成２２年３月訓第３１９号。以下「技能労務職員

給与改正規程」という。）附則第７項の規定による給料を支給さ

れる職員にあっては、給料月額と同項の規定による給料の額との

合計額）は、企業職員給与規程第２条から第４条までの規定

によりその例によることとされ

る 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以

下「一般職員給与条例」という。）第３条から第４条の２までの

規定、技能労務職員の給与に関する規程（昭和３２年１１月訓第１３６７

号）第２条及び第３条の規定並びに技能労務職員給与改正規程附

則第７項の規定並びに特定任期付企業職員給与規程の規定により

その例によることとされる一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成１５年愛媛県条例第１号。以下「一般職任期付職員条

例」という。）第７条の規定にかかわらず、これらの規定により

定められた額（企業職員給与規程第９条の規定によりその例によ

ることとされる職員に適用される一般職員給与条例附則第１５項の

規定により給与が減ぜられて支給される職員（以下「特定職員」

（趣旨）

第１条 この管理規程は、県の財政事情を踏まえ、愛媛県企業職員

の給与に関する規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第５号。

以下「企業職員給与規程」という。）又は特定任期付企業職員の

給与に関する管理規程（平成１５年愛媛県公営企業管理規程第４

号。以下「特定任期付企業職員給与規程」という。）の適用を受

ける職員（以下「職員」という。）の給料、管理職手当及び地域

手当その他の給与（給料月額を算出の基礎とするもの（期末手

当、勤勉手当及び退職手当を除く。）に限る。）を減額するた

め、職員の給料月額等について、企業職員給与規程及び特定任期

付企業職員給与規程の特例を定めるものとする。

（給料月額の特例）

第２条 職員の給料月額（企業職員給与規程第９条の規定によりそ

の例によることとされる技能労務職員の給与に関する規程の一部

を改正する規程（平成２２年３月訓第３１９号。以下「技能労務職員

給与改正規程」という。）附則第７項の規定による給料を支給さ

れる職員にあっては、給料月額と同項の規定による給料の額との

合計額）は、企業職員給与規程第２条から第４条までの規定、特

定任期付企業職員給与規程の規定によりその例によることとされ

ている職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以

下「一般職員給与条例」という。）第３条から第４条の２までの

規定又は

一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成１５年愛媛県条例第１号。以下「一般職任期付職員条

例」という。）第７条の規定にかかわらず、これらの規定により

定められた額（企業職員給与規程第９条の規定によりその例によ

ることとされる職員に適用される一般職員給与条例附則第１５項の

規定により給与が減ぜられて支給される職員（以下「特定職員」
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という。）にあっては、当該額から同項第１号に定める額を減じ

て得た額）から、当該額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ

それぞれ 当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円

未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じて得た

額とする。ただし、期末手当及び勤勉手当（これらの額の算出の

基礎となる場合における地域手当を含む。）並びに退職手当の額

の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

� 企業職員給与規程第６条の２の規定により期末手当及び勤勉

手当について一般職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹

部職員の例によることとされる職員 １００分の９．７７

� 企業職員給与規程第５条の規定により管理職手当の支給を受

けるべき職にある職員（前号に掲げる職員を除く。）及び特定

任期付企業職員給与規程の規定によりその例によることとされ

る特定任期付職員に適用される一般職任期付職員条例第７条第

１項に規定する給料表の適用を受ける職員（その号給が３号給

又は４号給であるものに限る。） １００分の７．７７

� 企業職員給与規程第９条の規定によりその例によることとさ

れる一般職員給与条例第１９条第５項（技能労務職員の給与に関

する規程第４条第４項の規定によりその例によることとされる

場合を含む。）の規定により期末手当の加算を受けるべき職に

ある職員（前２号に掲げる職員を除く。） １００分の６．７７

� 前３号に掲げる職員以外の職員 １００分の３．７７

２ 前項に定めるもののほか、特定職員

に対する給与の支給等につい

ては、知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛

県条例第６号）の適用を受ける同条例第４条第１項に規定する特

定職員の例による。

（給料の調整額の特例）

第３条 職員の給料の調整額の額は、企業職員給与規程附則第６項

及び第７項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた

額から、当該額に、前条第１項各号に掲げる職員の区分に応じそ

れぞれ 当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未

満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じて得た額

とする。ただし、期末手当及び勤勉手当（これらの額の算出の基

礎となる場合における地域手当を含む。）並びに退職手当の額の

算出の基礎となる給料の調整額については、この限りでない。

（管理職手当の特例）

第４条 職員の管理職手当の月額は、企業職員給与規程第５条第２

項及び第３項並びに附則第４項及び第５項の規定にかかわらず、

これらの規定により定められた額から、当該額に１００分の１０を乗

じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切

り捨てた額）を減じて得た額とする。

附 則

この管理規程は、平成２５年７月１日から施行する。

という。）にあっては、当該額から同項第１号に定める額を減じ

て得た額）から当該 額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ

、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円

未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じて得た

額とする。ただし、給料の調整額及び手当

の額

の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

� 企業職員給与規程第６条の２の規定により期末手当及び勤勉

手当について一般職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹

部職員の例によることとされる職員 １００分の１

� 企業職員給与規程第５条の規定により管理職手当の支給を受

けるべき職にある職員（前号に掲げる職員を除く。）及び特定

任期付企業職員給与規程の規定によりその例によることとされ

る特定任期付職員に適用される一般職任期付職員条例第７条第

１項に規定する給料表の適用を受ける職員（その号給が３号給

又は４号給であるものに限る。） １００分の０．５

２ 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用を受ける職員であ

って、企業職員給与規程第９条の規定によりその例によることと

される職員に適用される一般職員給与条例附則第１５項の規定によ

り給与が減ぜられて支給されるものに対する給料の支給 につい

ては、知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛

県条例第６号）の適用を受ける職員

の例による。

（給料の調整額の特例）

第３条 職員の給料の調整額の額は、企業職員給与規程附則第６項

及び第７項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた

額から当該 額に、前条第１項各号に掲げる職員の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未

満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じて得た額

とする。ただし、手当

の額の

算出の基礎となる給料の調整額については、この限りでない。
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